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------------------------- 

監 査 公 表  

------------------------- 

監 査 公 表 第 ８ 号  

地 方 自 治 法（ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ）第 242条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、令 和 ８ 年 １ 月 28日 　 高 知 市 　 Ａ 　 及 び 　 高 知 市 　 Ｂ 　 か ら 提

出 の あ っ た 高 知 県 職 員 措 置 請 求 に つ い て 監 査 を 行 い 、 同 年 ３ 月 26

日 に 監 査 結 果 を 通 知 し た の で 、 同 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と

お り 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

高 知 県 監 査 委 員  　 土 　 森 　 正 　 一  

同 　 　 　 　 　 　    上 　 治 　 堂 　 司  

同 　 　 　 　 　 　  　 奥 　 村 　 陽 　 子  

同 　 　 　 　 　 　  　 五 百 藏 　 誠 　 一  

（ 請 求 人 氏 名 を 「 Ａ 」 及 び 「 Ｂ 」 、 職 員 名 を 「 Ｃ 」 、 「 Ｄ 」 及

び 「 Ｅ 」 並 び に 企 業 名 を 「 Ｆ 」 と し た ほ か は 原 文 の ま ま 登 載 ）  

高 知 県 職 員 措 置 請 求 監 査 報 告 書  

第 １ 　 監 査 の 請 求  

１  高 知 県 職 員 措 置 請 求 書 の 提 出  

令 和 ８ 年 １ 月 28日  

２  請 求 人  

高 知 市 　 Ａ 　 及 び 　 高 知 市 　 Ｂ  

３ 　 請 求 の 内 容  

請 求 人 提 出 の 高 知 県 職 員 措 置 請 求 書 に よ る 措 置 内 容 及 び

請 求 の 理 由 は 、 次 の と お り で あ る 。  

以 下 原 文 の ま ま と す る が 、 一 部 項 目 名 及 び 見 出 し 符 号 を

変 更 し 、 数 字 に は カ ン マ を 付 し た 。  

(１ )  措 置 内 容  

虚 偽 公 文 書 を 作 成 し 、 こ れ を 行 使 し た 職 員 、 及 び こ

の 不 正 を 知 っ て い な が ら 黙 認 し て い た 関 係 職 員 ２ 名 に

対 し 、 高 知 県 が 被 っ た 全 て の 被 害 金 額 を 請 求 す る こ と

を 高 知 県 知 事 に 勧 告 す る こ と を 求 め る 。  

(２ )　 請 求 の 理 由  

高 知 県 須 崎 土 木 事 務 所 四 万 十 町 事 務 所 の 用 地 課 長 Ｃ

は 、高 知 県 が 令 和 ５ 年 ９ 月 ５ 日 に（ 株 ）Ｆ と 契 約 し た 土

木 設 計 等 業 務 委 託 契 約 「 寺 ケ 谷 川 砂 防 メ ン テ ナ ン ス 用

地 測 量 調 査 委 託 業 務 （ 砂 防 （ メ ） 第 109－ ２ － ２ 号 ） 」

の 検 査 職 員 と し て 、 令 和 ６ 年 ３ 月 26日 に 完 成 検 査 を 実

施 し 、 合 否 判 定 で 合 格 と し て 、 そ の 旨 の 検 査 調 書 を 作

成 し て 決 裁 処 理 手 続 き を 行 い 、 令 和 ６ 年 ３ 月 29日 に 合
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格 決 定 さ せ た 。  

そ の 結 果 と し て 令 和 ６ 年 ４ 月 25日 に 須 崎 土 木 事 務 所

か ら 契 約 金 額 の 589万 7,100円 が （ 株 ） Ｆ に 支 払 わ れ て

い る 。  

し か し な が ら 、 当 該 検 査 調 書 は 前 記 業 務 委 託 契 約 書

に 定 め ら れ た 成 果 品 が 不 足 し て い る こ と を 承 知 し て い

な が ら 完 成 検 査 を 合 格 と し た 虚 偽 の 検 査 調 書 だ っ た こ

と が 、 高 知 県 の 調 査 に よ り 既 に 判 明 し 、 令 和 ７ 年 10月

30日 に 高 知 県 人 事 課 か ら 「 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て 」

と し て 公 表 さ れ て い る 。  

監 査 請 求 人 ら が 、 当 該 検 査 時 の 状 況 に つ い て 公 文 書

開 示 請 求 を 利 用 し て 調 べ た と こ ろ 、 令 和 ６ 年 ３ 月 26日

の 検 査 日 当 日 に 検 査 現 場 に い た 高 知 県 職 員 は 、 検 査 職

員 の 用 地 課 長 Ｃ ・ 立 会 調 査 職 員 の チ ー フ Ｄ ・ 技 師 Ｅ の

３ 名 で あ る 。  

高 知 県 人 事 課 課 長 補 佐 が 、 令 和 ７ 年 ９ 月 11日 及 び 17

日・18日 に 実 施 し た 、上 記 ３ 名 に 対 す る「 用 地 測 量 調 査

委 託 業 務 に お け る 不 適 切 な 事 務 処 理 に 関 す る 事 情 聴 取 」

の 中 で 、 ３ 名 は 令 和 ６ 年 ３ 月 中 旬 頃 、 受 注 業 者 か ら の

「 業 務 が 完 了 し な い 」 と の 報 告 を 受 け た こ と を 認 め て

い る の で あ る 。  

そ れ に も か か わ ら ず 、 令 和 ６ 年 ３ 月 25日 付 の 業 務 完

成 通 知 書 を 提 出 さ せ 受 け つ け 、 翌 日 に 完 了 検 査 を 行 っ

た の で あ る 。  

そ し て「 合 格 」の 虚 偽 検 査 調 書 を Ｃ が 作 成 し 、立 会 し

て い た Ｄ ・ Ｅ の 両 名 は 黙 認 し て い た の で あ る 。  

Ｃ の こ の 行 為 は 、刑 法 156条 の 虚 偽 公 文 書 作 成 罪 で あ

り 立 会 し て い た Ｄ ・ Ｅ の 両 名 は 共 犯 で あ る 。  

こ の「 虚 偽 公 文 書 を 作 成 し 行 使 し た 」行 為 は 、高 知 県

の 全 て の 契 約 検 査 に 対 す る 高 知 県 民 の 信 頼 を 失 っ た の

み な ら ず 、高 知 県 民 に 金 銭 的 な 損 害 を 与 え た の で あ る 。 

こ の 件 に 関 し て 、 高 知 県 が 国 に 支 払 っ た 加 算 金 は ９

万 4,216円 で あ り 、 こ れ は 高 知 県 民 の 損 害 で あ る 。  

ま た 、高 知 県 が（株 ）Ｆ に 支 払 っ た 589万 7,100円 の 内 、

実 際 に 行 わ れ た 業 務 に 見 合 わ な い 金 額 の 不 適 切 な 支 払

額 は 98万 4,500円 過 大 だ っ た と の こ と で あ る 。  

こ の 金 に つ い て は 、 本 来 な ら ば 支 払 う 必 要 が な か っ

た の で あ り 、 虚 偽 公 文 書 作 成 に 関 わ っ た 職 員 ３ 名 の 責

任 で あ る 。  

支 払 っ た 令 和 ６ 年 ４ 月 25日 か ら （ 株 ） Ｆ が 過 払 い 金
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を 返 金 し た 日 ま で の 間 の 利 息 と し て 、民 法 第 404条 の 規

定 に 基 づ き 年 ３ ％ の 金 利 分 を 請 求 す べ き で あ る 。  

さ ら に 、こ の「 虚 偽 公 文 書 作 成 」に 関 す る 調 査 に つ い

て は 、 本 来 な ら ば 余 計 な 業 務 で あ る 。  

調 査 に 対 す る 人 件 費 ・ 国 に 対 す る 説 明 等 に 対 す る 関

係 旅 費 等 の 経 費 全 て を 、 虚 偽 公 文 書 作 成 に 関 わ っ た 上

記 ３ 名 の 高 知 県 職 員 に 対 し て 請 求 す べ き で あ る 。  

な お 、 本 件 請 求 に 係 る 原 因 支 出 年 月 日 は 令 和 ６ 年 ４

月 25日 で あ り 住 民 監 査 請 求 期 限 の １ 年 間 を 過 ぎ て い る

が 、こ の「 虚 偽 公 文 書 作 成 」が 明 ら か に な っ た の は 、令

和 ７ 年 10月 30日 の 人 事 課 発 表 で あ り 、 そ れ ま で の 監 査

で も 指 摘 さ れ て い な い 。  

し た が っ て 、地 方 自 治 法 242条 第 ２ 項 の 規 定 の「 正 当

な 理 由 が あ る と き は 、こ の 限 り で は な い 。」の 規 定 に 基

づ き 今 回 の 住 民 監 査 請 求 書 を 提 出 し た も の で あ る 。  

(３ )　 監 査 請 求  

以 上 、地 方 自 治 法 242条 第 １ 項 に よ り 事 実 証 明 書 を 添

え て 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き こ と を 請 求 す る 。  

添 付 資 料  

ア 　 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て （ 令 和 ７ 年 10月 30日 人 事

課 ）  

イ 　 用 地 測 量 調 査 委 託 業 務 に お け る 不 適 切 な 事 務 処 理

に 関 す る 事 情 聴 取 （ 令 和 7年 9月 11日 ）  

ウ 　 同 （ 令 和 ７ 年 9月 17日 ）  

エ 　 同 （ 令 和 ７ 年 9月 18日 ）  

オ 　 職 員 の 不 適 切 な 事 務 処 理 に 関 す る 処 分 調 書 （ 案 ）  

カ 　 検 査 調 書 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 26日 ）  

キ 　 支 出 命 令 書 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19日 ）  

ク 　 同 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19日 ）  

ケ 　 支 出 負 担 行 為 決 議 書 兼 支 出 命 令 書 （ 国 庫 支 出 金 清

算 返 納 金 ）  

コ 　 高 知 県 人 事 課 に よ る 「 人 事 聞 き 取 り 調 査 」 旅 行 命

令 簿  

第 ２ 　 請 求 の 受 理  

本 件 住 民 監 査 請 求 は 、地 方 自 治 法（ 昭 和 22年 法 律 第 67号 。

以 下「 法 」と い う 。）第 242条 に 規 定 す る 要 件 を 具 備 し て い

る も の と 認 め 、 受 理 す る こ と と し た 。  

第 ３ 　 監 査 の 実 施  

事 実 確 認 の た め 、 関 係 す る 土 木 部 防 災 砂 防 課 か ら 関 係 書

類 の 提 出 を 受 け る な ど し て そ の 内 容 を 確 認 す る と と も に 、
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令 和 ８ 年 ２ 月 13日 か ら 同 年 ３ 月 ６ 日 に か け て 、 関 係 者 へ の

聴 取 を 行 っ た 。  

そ の 概 要 は 、 次 の と お り で あ っ た 。  

１ 　 監 査 対 象 事 項  

請 求 の 内 容 か ら 、 当 該 事 業 の 実 施 状 況 及 び 関 係 す る 職 員

が 県 に 及 ぼ し た 損 害 の 範 囲 及 び 県 に 対 す る 賠 償 責 任 の 有 無

を 監 査 対 象 と し た 。  

２ 　 監 査 対 象 部 局  

総 務 部 　 人 事 課  

土 木 部 　 防 災 砂 防 課 、 須 崎 土 木 事 務 所 及 び 須 崎 土 木 事 務

所 四 万 十 町 事 務 所 （ 以 下 「 四 万 十 町 事 務 所 」 と い う 。 ）  

３ 　 証 拠 の 提 出 及 び 陳 述  

陳 述 は 、 請 求 人 及 び 関 係 所 属 か ら の 申 し 出 に よ り 、 実 施

し な か っ た 。  

４ 　 監 査 の 実 施  

(１ )　 人 事 課 　 令 和 ８ 年 ２ 月 26日 （ 木 ）  

(２ )　 防 災 砂 防 課 　 令 和 ８ 年 ２ 月 13日 （ 金 ）  

(３ )　 須 崎 土 木 事 務 所 及 び 四 万 十 町 事 務 所 　 令 和 ８ 年 ２

月 24日 （ 火 ）  

(４ )　 職 員 Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ （ 以 下 そ れ ぞ れ を 「 Ｃ 」 「 Ｄ 」

「 Ｅ 」 と い い 、 ３ 名 を ま と め て 「 当 事 者 」 と い う 。 ） 　

令 和 ８ 年 ２ 月 18日 （ 水 ） 、 19日 （ 木 ） 及 び 24日 （ 火 ）  

(５ )　 そ の 他 の 職 員 （ ３ 名 ） 　 令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 （ 水 ）

か ら ６ 日 （ 金 ） ま で  

第 ４ 　 監 査 の 結 果  

１ 　 事 実 関 係 の 確 認  

第 ３ の と お り 行 っ た 監 査 に よ り 、 事 実 と し て 確 認 し た 内

容 は 、 以 下 の と お り で あ っ た 。  

(１ )　 事 業 の 概 要  

住 民 監 査 請 求 に お け る 対 象 の 事 業 の 名 称 は 「 寺 ヶ 谷

川 砂 防 メ ン テ ナ ン ス 用 地 測 量 調 査 委 託 業 務（ 砂 防（ メ ）

第 109-２ -２ 号 ）」で 、高 岡 郡 四 万 十 町 志 和 地 区 に 所 在

す る 寺 ヶ 谷 川 砂 防 施 設 の 老 朽 化 に 伴 う メ ン テ ナ ン ス の

た め に 必 要 な 用 地 取 得 を 行 う 区 域 （ 事 業 区 域 ） を 確 定

す る た め の 測 量 及 び 調 査 を 実 施 す る も の で あ り 、 当 初

の 事 業 規 模 は 、 用 地 測 量 ２ 万 平 方 メ ー ト ル 、 立 竹 木 毎

木 調 査 300平 方 メ ー ト ル と し て い た 。  

本 事 業 で は 、 高 知 県 契 約 規 則 （ 昭 和 39年 高 知 県 規 則

第 12号 ）を は じ め と す る 契 約 に 関 す る 規 則 等 に 基 づ き 、

指 名 競 争 入 札 に よ り 受 注 者 を 選 定 す る こ と と し 、 電 子
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入 札 シ ス テ ム に よ る 入 札 を 行 っ て 令 和 ５ 年 ８ 月 22日 午

後 ２ 時 に 開 札 し た と こ ろ 、 入 札 し た ８ 者 の 中 で 最 も 入

札 金 額 が 低 額 で あ っ た（ 入 札 金 額 3,300,000円（ 税 抜 き ））

株 式 会 社 Ｆ（ 以 下「 受 注 者 」と い う 。）を 落 札 者 と し た 。 

こ れ を 受 け て 、 須 崎 土 木 事 務 所 は 同 年 ９ 月 ５ 日 に

3,630,000円 の 支 出 負 担 行 為 決 議 を 行 い 、同 日 付 け で 受

注 者 と 契 約 を 行 っ た 。  

そ の 後 、 事 業 を 進 め る う ち に 事 業 実 施 範 囲 を 拡 大 す

る 必 要 が 生 じ た こ と か ら 、 事 業 実 施 内 容 を 、 用 地 測 量

４ 万 6,100平 方 メ ー ト ル 、 立 竹 木 毎 木 調 査 100平 方 メ ー

ト ル に 改 め 、令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日 に 契 約 額 を 2,267,100円

増 額 す る 支 出 負 担 行 為 決 議 を 経 て 同 日 付 け で 契 約 変 更

を 行 っ た 。  

(２ )　 本 事 業 に 係 る 国 庫 補 助 金 に つ い て  

本 事 業 で 受 け た 国 庫 補 助 金 は 「 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局

所 管 補 助 事 業 補 助 金 」 と し て 知 事 が 国 土 交 通 大 臣 （ 国

土 交 通 省 四 国 地 方 整 備 局 長 ） に 申 請 し た も の の 一 部 で

あ り 、こ の う ち「 砂 防 メ ン テ ナ ン ス 事 業 費 補 助 」（ 国 補

助 率 1/2） に よ り 事 業 を 行 っ て い た 。  

当 該 補 助 金 の 概 要 は 次 の と お り で あ っ た 。  

ア 　 令 和 ４ 年 度 補 正 予 算 （ 令 和 ５ 年 度 に 明 許 繰 越 ）  

・ 交 付 申 請 日 ： 令 和 ５ 年 １ 月 31 日 （ 申 請 番 号：

４ 高 土 政 第 1167 号 ）  

・ 事 業 名 　 砂 防 事 業 （ 特 定 土 砂 対 策 推 進 事 業 ） 　

（ 項 ）砂 防 事 業 費（ 目 ）特 定 土 砂 災 害 対 策 推 進

事 業 費 補 助（ 目 の 細 分 ）砂 防 メ ン テ ナ ン ス 事 業

費 補 助 　 砂 防 メ ン テ ナ ン ス 事 業  

・ 交 付 決 定 日 ： 令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日 （ 交 付 決 定 番

号 ： 国 水 総 第 960 号 ）  

・ 交 付 決 定 額 ： 国 費 494,715,000 円 （ 事 業 費

989,430,000 円 ）  

イ 　 令 和 ５ 年 度 当 初 予 算  

・ 交 付 申 請 日 ： 令 和 ５ 年 ４ 月 13 日 （ 申 請 番 号：

５ 高 土 政 第 54 号 ）  

・ 事 業 名 　 砂 防 事 業 （ 特 定 土 砂 対 策 推 進 事 業 ） 　

（ 項 ）砂 防 事 業 費（ 目 ）特 定 土 砂 災 害 対 策 推 進

事 業 費 補 助（ 目 の 細 分 ）砂 防 メ ン テ ナ ン ス 事 業

費 補 助 　 砂 防 メ ン テ ナ ン ス 事 業  

・ 交 付 決 定 日 ： 令 和 ５ 年 ５ 月 １ 日 （ 交 付 決 定 番

号 ： 国 水 総 第 245 号 ）  
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・ 交 付 決 定 額 ： 国 費 178,250,000 円 （ 事 業 費

356,500,000円 ）  

当 該 補 助 金 で は 、 国 か ら 県 ご と に 一 括 し て 交 付 決 定

が な さ れ て お り 、 国 へ の 交 付 申 請 及 び 国 か ら の 交 付 決

定 に お い て は 、 個 別 具 体 の 箇 所 は 示 さ れ ず 、 事 業 実 施

対 象 で あ る 河 川 等 の う ち 主 な も の の 名 称 及 び 事 業 全 体

の 金 額 が 示 さ れ て い た 。  

県 に お い て は 、 「 令 和 ５ 年 度 砂 防 メ ン テ ナ ン ス 事 業

（ 公 共 ）の 第 １ 回 箇 所 付 に つ い て（ 通 知 ）（ 令 和 ５ 年 ４

月 1日 付 け ４ 高 防 砂 第 704号 ・ 土 木 部 長 か ら 安 芸 土 木 事

務 所 長 ほ か ４ 土 木 事 務 所 長 あ て ）」に よ り 、特 定 土 砂 災

害 対 策 推 進 事 業 費 の う ち 砂 防 メ ン テ ナ ン ス 事 業 費 に お

い て 、 寺 ヶ 谷 川 に お け る 事 業 に 対 し 予 算 配 分 さ れ た こ

と で 、 当 該 事 業 を 実 施 す る こ と と な っ た 。 こ の と き の

割 当 事 業 費 は 3,000,000 円 、 そ の 財 源 内 訳 は 県 ・ 国

1,500,000円 ず つ で あ っ た 。  

な お 、 本 事 業 に 関 し 国 庫 補 助 金 を 県 に 受 入 れ た 手 続

と し て 、 令 和 ６ 年 ３ 月 18日 付 け で 令 和 ５ 年 度 明 許 予 算

と し て 490,245,827円 及 び 同 月 19日 付 け で 令 和 ５ 年 度

現 年 予 算 と し て 56,393,000円 を 、そ れ ぞ れ 収 入 調 定 し 、

い ず れ も 同 月 29日 に 国 か ら 支 払 を 受 け て い た 。  

ま た 、 本 事 業 に 関 し て は 、 「 令 和 ４ 年 度 水 管 理 ・ 国 　

土 保 全 局 所 管 補 助 事 業 完 了 実 績 報 告 書 （ 令 和 ６ 年 ６ 月

28日 付 け ６ 高 土 政 第 607号・知 事 か ら 国 土 交 通 省 四 国 地

方 整 備 局 長 あ て 」）で 、国 に 対 し 事 業 実 績 報 告 が 行 わ れ

て い る が 、 こ こ で も 県 全 体 の 事 業 費 と し て 報 告 し て お

り 、 本 事 業 に 要 し た 金 額 は 特 定 し て 示 さ れ て い な か っ

た 。  

(３ )　 事 業 実 施 の 経 過  

ア 　 本 業 務 実 施 時 の 人 員 体 制  

(ア )　 須 崎 土 木 事 務 所  

須 崎 市 に 所 在 す る 須 崎 土 木 事 務 所 と 高 岡 郡 四 万

十 町 に 所 在 す る 四 万 十 町 事 務 所 で 構 成 さ れ る 。  

四 万 十 町 事 務 所 は 、 主 に 四 万 十 町 の 区 域 で 行 う

事 業 を 所 管 す る 。  

用 地 関 係 業 務 は 、 四 万 十 町 事 務 所 が 所 管 す る 地

域 も 含 め て 須 崎 土 木 事 務 所 用 地 課 で 所 管 し て い る 。 

入 札・契 約・支 出 関 係 の 事 務 は 、四 万 十 町 事 務 所

が 所 管 す る 地 域 も 含 め て 須 崎 土 木 事 務 所 総 務 課 で

所 管 し て い る 。  
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須 崎 土 木 事 務 所 長 、次 長 、技 術 次 長 は 、入 札・契

約 ・ 支 出 関 係 の 事 務 に お け る 決 裁 者 で あ る 。  

用 地 課 チ ー フ は 、事 業 の 実 施 に お け る 用 地 調 査 、

現 地 立 会 等 の 対 応 を 行 っ て お り 、 Ｄ は 本 業 務 で は

主 任 調 査 員 と し て 指 命 さ れ て い た 。  

用 地 課 長 は 、用 地 課 業 務 の 全 般 を 担 当 し 、Ｃ は 本

業 務 で は 検 査 職 員 と し て 指 命 さ れ て い た 。  

(イ )　 四 万 十 町 事 務 所  

四 万 十 町 事 務 所 長 は 、 四 万 十 町 事 務 所 が 所 管 す

る 事 業 に 係 る 実 施 設 計 、 検 査 調 書 等 の 決 裁 権 者 で

あ り 、同 所 次 長 は 、本 事 業 に つ い て 総 括 調 査 員 と し

て 、 決 裁 を 行 っ て い た 。  

同 所 技 査 の 担 当 事 務 は 、 検 査 及 び 検 査 の 調 整 に

関 す る こ と と な っ て い る が 、 用 地 関 係 業 務 に つ い

て は 、 当 時 の 慣 例 に よ り 用 地 課 長 が 検 査 を 行 う こ

と と し て お り 、 本 業 務 に は 関 与 し て い な い 。  

同 所 工 務 課 の Ｅ は 、 河 川 砂 防 業 務 に あ た る 本 業

務 に お い て 副 調 査 員 と な っ て お り 、主 に 設 計・積 算

や 、受 注 者 と の 連 絡 調 整 に 関 与 し て い た 。な お 、工

務 課 長 及 び 工 務 課 チ ー フ は 、Ｅ の 上 席 に 当 た り 、そ

れ ぞ れ 専 任 調 査 員 及 び 主 任 調 査 員 と し て 指 命 さ れ

て い た 。  

イ 　 事 業 実 施 の 経 過  

 日 付 経 過

 令 和 ５ 年  

７ 月 12日

本 業 務 の 施 行 伺 を 起 案

 ７ 月 18日 施 行 伺 決 裁

 ７ 月 18日 予 定 価 格 調 書 作 成

 ７ 月 25日 指 名 競 争 入 札 参 加 の 指 名 伺 決 裁

 ７ 月 27日 指 名 通 知

 ８ 月 22日 指 名 競 争 入 札

 ９ 月 ５ 日 委 託 契 約 締 結  

（ 契 約 金 額：3,630,000円 、履 行 期 限：令

和 ６ 年 ２ 月 ２ 日 ）  

受 注 者 に 調 査 職 員 を 通 知

 ９ 月 19日 第 １ 回 協 議
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ウ 　 検 査 前 後 に お け る 対 応  

当 事 者 に 行 っ た 聴 取 内 容 を 総 合 す る と 、 検 査 前 後

の 対 応 は 以 下 の と お り で あ っ た と 推 測 さ れ る 。  

契 約 変 更 を 行 っ た 令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日 の 時 点 で は 、

受 注 者 も 含 め て 履 行 が 困 難 又 は 不 可 能 に な る こ と は 、

想 定 し て い な か っ た 。  

具 体 的 日 時 は 判 明 し な い が 、 同 月 中 旬 以 降 に 受 注

者 か ら Ｅ に 事 業 完 了 が 困 難 に な っ て い る 旨 の 連 絡 が

あ り 、 Ｅ は Ｄ に 対 応 方 針 を 確 認 す る 電 話 連 絡 を 行 っ

て い る 。Ｅ に よ る と 、そ の 後 の 直 近 の 打 合 せ で 、検 査

を 予 定 ど お り 行 う こ と 、 後 日 に 不 足 す る 成 果 品 を 加

え る こ と に よ り 完 了 さ せ る と 聞 い た と 説 明 し て い る 。 

Ｃ 及 び Ｄ は 、 通 常 は 完 了 検 査 を ス ム ー ズ に 進 め る

た め 、 事 前 に 成 果 品 を 確 認 す る よ う に し て お り 、 本

事 業 で も 同 様 に 事 前 の 確 認 を 行 っ た と 主 張 し て い る 。 

こ の と き 、当 事 者 の い ず れ も が 、検 査 日 時 点 で 事 業

が 未 完 了 で あ る が 、 同 月 31日 ま で に は 完 了 さ せ ら れ

る 内 容 で あ る と 認 識 し て い た 。  

 令 和 ６ 年  

１ 月 12日

受 注 者 に 部 分 中 止 を 通 知

 １ 月 29日 受 注 者 に 一 時 中 止 を 通 知

 ２ 月 ２ 日 第 1回 変 更 契 約 （ 履 行 期 限 を 令 和 ６ 年 ３

月 25日 に 延 長 ）

 ２ 月 13日 受 注 者 に 再 着 手 す る よ う 通 知

 ２ 月 14日 受 注 者 が 再 着 手 を 承 諾

 ３ 月 ４ 日 第 ２ 回 変 更 契 約 （ 変 更 後 の 契 約 金 額 ：

5,897,100円 ）

 ３ 月 ７ 日 第 ２ 回 協 議

 ３ 月 22日 第 ３ 回 協 議

 ３ 月 25日 受 注 者 が 県 に 業 務 完 了 通 知

 ３ 月 26日 完 了 検 査 ・ 検 査 調 書 作 成

 ３ 月 29日 受 注 者 に 完 了 検 査 合 格 通 知

 ４ 月 19日 支 出 命 令

 ４ 月 25日 受 注 者 に 対 し て 支 出  

5,897,100円
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３ 月 26日 の 完 了 検 査 に お い て は 、 検 査 会 場 に 検 査

職 員 で あ っ た Ｃ と 、 受 注 者 と が 検 査 に 関 し て 質 疑 応

答 を 行 い 、Ｄ・Ｅ が 立 会 す る と い う 状 況 で あ っ た が 、

受 注 者 側 の 出 席 者 が １ 名 で あ っ た か ２ 名 で あ っ た か

は 、 当 事 者 各 人 の 認 識 が 異 な っ て い る 。  

同 月 26日 付 け で 合 格 と 記 載 し た 検 査 調 書 に Ｃ が 検

査 職 員 と し て 押 印 し 、 こ れ を 四 万 十 町 事 務 所 の 決 裁

ラ イ ン で 確 認 し た の ち に 、 ３ 月 29日 付 け で 四 万 十 町

事 務 所 長 が 合 格 決 定 と し て 押 印 、 受 注 者 に 合 格 通 知

を 行 っ た 。  

ま た 、 こ れ を 受 け 受 注 者 は 事 業 実 施 費 用 に 係 る 請

求 書 を 提 出 し 、 須 崎 土 木 事 務 所 は 受 注 者 に 対 し 同 年

４ 月 25日 に 事 業 費 総 額 5,897,100円 を 支 出 し た 。  

エ 　 支 出 後 の 経 過  

Ｅ は 令 和 ６ 年 度 中 に 定 期 的 に 何 度 か 、 受 注 者 に 対

し 完 了 す る よ う 請 求 し た と 説 明 し て い る が 、 防 災 砂

防 課 に よ る と 、 令 和 ７ 年 ７ 月 に 事 態 が 判 明 し た 時 点

で は 本 業 務 は 未 完 了 で あ っ た 。  

そ の 後 、改 め て 未 完 了 部 分 に つ い て 発 注 し 、当 初 の

受 注 者 と は 別 の 受 注 者 に よ り 事 業 を 進 め て お り 、 令

和 ８ 年 ５ 月 頃 に 完 了 見 込 み と の こ と で あ っ た 。  

オ 　 今 回 事 案 が 発 覚 し た 経 緯  

令 和 ７ 年 度 に お い て 、 砂 防 メ ン テ ナ ン ス に 必 要 な

用 地 買 収 の 予 算 が 計 上 さ れ 、 四 万 十 町 事 務 所 河 川 砂

防 課 職 員 が 事 業 に 着 手 し よ う と し た と こ ろ 、 測 量 で

き て い な い 部 分 が あ る こ と に 気 が 付 き 、 令 和 ７ 年 ７

月 に 、 令 和 ５ 年 度 当 時 に 須 崎 土 木 事 務 所 用 地 課 に 在

籍 し 本 業 務 に 従 事 し て い た 職 員 に 確 認 し た と こ ろ 、

業 務 の 一 部 が 完 了 し て い な い こ と が 発 覚 し た 。  

カ 　 事 案 発 覚 後 の 経 過  

 日 付 経 過

 令 和 ７ 年  

７ 月 18日

四 万 十 町 事 務 所 か ら 防 災 砂 防 課 に 事 態

判 明 の 連 絡

 ７ 月 23日 防 災 砂 防 課 が 関 係 職 員 及 び 受 注 者 か ら

事 情 聴 取 （ 令 和 ７ 年 ８ 月 ８ 日 ま で ）

 ９ 月 11日 人 事 課 課 長 補 佐 が 関 係 職 員 か ら 事 情 聴

取 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 24日 ま で ）

 10月 22日 須 崎 土 木 事 務 所 が 受 注 者 に 本 業 務 の 契
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２ 　 判 断  

確 認 し た 事 実 に 基 づ き 、 次 の と お り 判 断 す る 。  

(１ )　 県 が 被 っ た 損 害 に つ い て  

ア 　 損 害 賠 償 責 任 を 負 う 職 員 の 範 囲 に つ い て  

法 第 243条 の ２ の ８ 第 １ 項 で は 、「 次 に 掲 げ る 行 為

を す る 権 限 を 有 す る 職 員 又 は そ の 権 限 に 属 す る 事 務

を 直 接 補 助 す る 職 員 で 普 通 地 方 公 共 団 体 の 規 則 で 指

定 し た も の が 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 法 令 の 規 定

に 違 反 し て 当 該 行 為 を し た こ と 又 は 怠 っ た こ と に よ

り 普 通 地 方 公 共 団 体 に 損 害 を 与 え た と き 」 は 、 こ れ

に よ っ て 生 じ た 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 旨 規

定 さ れ て い る 。  

「 次 に 掲 げ る 行 為 」に つ い て は 、同 項 第 ４ 号 に お い

て 法 第 234条 の ２ 第 １ 項 の 監 督 又 は 検 査 と 規 定 さ れ 、

「 そ の 権 限 に 属 す る 事 務 を 直 接 補 助 す る 職 員 で 普 通

地 方 公 共 団 体 の 規 則 で 指 定 し た も の 」 は 、 高 知 県 契

約 規 則 第 61条 の 規 定 に よ り 、 監 督 職 員 （ 同 規 則 第 50

条 第 １ 項 に 規 定 す る 監 督 職 員 を い う 。 ） 及 び 検 査 職

 約 不 適 合 に よ る 代 金 の 減 額 請 求  

（ 984,500円 ）（ 令 和 ７ 年 11月 10日 期 限 ）

 10月 30日 契 約 不 適 合 に 伴 う 返 還 金 を 受 注 者 が 納

付 （ 984,500円 ）

 10月 30日 人 事 課 、「 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て 」関

係 職 員 の 処 分 を 公 表

 12月 ８ 日 国 庫 補 助 金 取 消 決 定 、 国 庫 補 助 金 返 還

命 令（ 492,250円 ）（ 国 土 交 通 省 → 知 事 ）

 12月 22日 国 に 国 庫 補 助 金 を 返 還 す る 支 出 命 令

 12月 26日 国 庫 補 助 金 返 還 額 を 支 出 （ 492,250円 ）

（ 県 → 国 土 交 通 省 四 国 地 方 整 備 局 ）

 令 和 ８ 年  

１ 月 ９ 日

国 土 交 通 省 四 国 地 方 整 備 局 が 県 に 国 庫

補 助 金 返 還 に 係 る 加 算 金 を 請 求

（ 94,216円 ）

 １ 月 13日 当 該 加 算 金 の 支 出 命 令

 １ 月 27日 国 庫 補 助 金 返 還 に 係 る 加 算 金 を 支 出

（ 94,216円 ）



11

員（ 同 規 則 第 52条 第 １ 項 に 規 定 す る 検 査 職 員 を い う 。）

と し て い る 。  

こ こ で い う 監 督 職 員 に つ い て は 、 用 地 調 査 等 業 務

監 督 ・ 検 査 要 領 で 準 用 す る 高 知 県 土 木 設 計 等 委 託 業

務 監 督 規 程 （ 平 成 13年 ４ 月 高 知 県 訓 令 第 14号 。 以 下

「 監 督 規 程 」と い う 。）第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 出

先 機 関 の 長 が 調 査 職 員 を 指 命 し 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り 調 査 業 務 区 分 に よ り 総 括 調 査 員 、専 任 調 査 員 、

主 任 調 査 員 及 び 調 査 員 を 置 く と さ れ て お り 、 用 地 調

査 等 業 務 監 督 基 準 で は 「 第 ５ 　 調 査 職 員 の 明 確 化 」

に お い て 、 調 査 員 を 細 分 化 し 、 用 地 担 当 職 員 を 調 査

員 に 、技 術 職 員 を 副 調 査 員 に 充 て る こ と と し て い る 。

対 象 調 査 職 員（ Ｄ 及 び Ｅ を い う 。以 下 同 じ 。）は い ず

れ も こ れ ら の 規 定 に よ り 置 か れ た 監 督 職 員 で あ る 。  

ま た 、検 査 職 員 に つ い て は 、監 督 規 程 第 ５ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 検 査 命 令 権 者 （ 本 業 務 に あ っ て は 出 先

機 関 の 長 ）が 指 命 す る も の で 、本 業 務 に お い て は 、Ｃ

が 指 命 さ れ て い る 。  

こ の 住 民 監 査 請 求 は 、 職 員 の 賠 償 責 任 に つ い て 定

め る 法 第 243条 の ２ の ８ 第 １ 項 第 ４ 号 で 定 め る 法 第

234条 の ２ 第 １ 項 の 監 督 又 は 検 査 を す る 権 限 を 有 す

る 職 員 を 直 接 補 助 す る 職 員 と し て 高 知 県 契 約 規 則 第

61条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 検 査 職 員 及 び 対 象 調 査

職 員 が 、 「 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 法 令 の 規 定 に

違 反 し て 当 該 行 為 を し た こ と 又 は 怠 つ た こ と に よ り

普 通 地 方 公 共 団 体 に 損 害 を 与 え た 」 こ と か ら 、 県 が

当 該 職 員 に 対 し 賠 償 請 求 を さ せ る よ う 求 め る も の で

あ る 。  

監 督 又 は 検 査 に 関 係 す る 職 員 の う ち 、 主 任 調 査 員

で あ っ た Ｄ 及 び 副 調 査 員 で あ っ た Ｅ 並 び に 検 査 職 員

で あ っ た Ｃ は 、 事 業 が 未 完 了 で あ る こ と を 認 識 し な

が ら 、 Ｄ 及 び Ｅ に あ っ て は 適 正 な 監 督 を 行 わ ず 、 Ｃ

に あ っ て は 適 正 な 検 査 を 行 わ ず 検 査 結 果 を 合 格 と す

る 検 査 調 書 を 作 成 し た こ と か ら 、 賠 償 責 任 を 負 う と

判 断 す る 。  

な お 、調 査 職 員 と し て 指 命 さ れ て い た 職 員 の う ち 、

対 象 調 査 職 員 以 外 の 者 に つ い て は 、 検 査 時 点 で 事 業

が 未 完 了 で あ っ た こ と を 認 識 し て い た と は 確 認 で き

ず 、 同 様 の 賠 償 責 任 を 求 め る こ と は で き な い と 判 断

す る 。  
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イ 　 損 害 の 範 囲 に つ い て  

(ア )　 県 が 国 に 支 払 っ た 加 算 金 94,216円 に つ い て  

今 回 の 事 案 で は 、対 象 調 査 職 員 は 適 切 な 監 督 業 務

を 行 わ ず 、ま た 、業 務 の 一 部 が 完 了 し て い な か っ た

こ と を 認 識 し て い た に も か か わ ら ず 検 査 に 立 ち 会

う な ど し た 。  

ま た 、検 査 職 員 は 業 務 の 一 部 が 完 了 し て い な か っ

た こ と を 認 識 し て い た に も か か わ ら ず 完 了 検 査 を

実 施 し 、 検 査 結 果 を 合 格 と し た 。  

以 上 の こ と か ら 、当 事 者 は 、い ず れ も 故 意 又 は 重

過 失 に よ り 損 害 を 発 生 さ せ た と 認 め ら れ る 。  

当 事 者 の 不 適 正 な 業 務 遂 行 を 原 因 と し て 、補 助 金

等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律（ 昭 和 30

年 法 律 第 179号 。以 下「 適 正 化 法 」と い う 。）第 19条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 、県 は 国 に 加 算 金 を 納 付 す る 義

務 が 生 じ 、こ れ を 支 出 し た も の で あ る か ら 、こ れ を

県 が 被 っ た 損 害 と 見 る こ と が で き る 。  

県 が 事 案 の 発 覚 後 、改 め て 本 業 務 の 成 果 を 精 査 し

た と こ ろ で は 、支 払 額 5,897,100円 に 対 し 、本 来 の 出

来 高 は 4,912,600円（ 984,500円 が 過 大 ）で あ っ た こ

と か ら 、最 終 的 に 、当 事 者 の 行 為 は 、県 に 、国 に 対

し て 国 庫 補 助 金 492,250円 を 返 還 さ せ る と と も に 、

適 正 化 法 第 19条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 加 算 金 94,216

円 を 納 付 さ せ る こ と と な っ た 。こ の う ち 、国 庫 補 助

金 の 返 還 相 当 額 を 含 む 過 払 い と な っ た 金 額 に つ い

て は 、 県 は 受 注 者 か ら 返 還 を 受 け て い る 。  

い ま だ 損 害 が 回 復 さ れ て い な い 加 算 金 相 当 額 に

つ い て は 、当 事 者 の い ず れ も が 賠 償 責 任 を 有 す る こ

と は 明 ら か で あ り 、県 は 、国 に 納 付 し た 加 算 金 相 当

額 94,216円 の 賠 償 を 当 事 者 に 求 め る べ き で あ る と

判 断 す る 。  

(イ )　 過 払 と な っ て い た 金 額 に 対 す る 利 息 年 ３ ％ に

つ い て  

法 第 243条 の ２ の ８ 第 14項 に お い て 「 第 １ 項 の 規

定 に よ り 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 場 合 に は 、

同 項 の 職 員 の 賠 償 責 任 に つ い て は 、賠 償 責 任 に 関 す

る 民 法 の 規 定 は 、適 用 し な い 。」と 規 定 さ れ て お り 、

請 求 の 内 容 で あ る 過 払 金 の 利 息 相 当 額 に つ い て 、当

該 職 員 に は 、民 法 に 基 づ く 不 法 行 為 に よ る 損 害 賠 償

を 請 求 す る こ と は で き な い と 判 断 す る 。  
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(ウ )　 調 査 等 の 経 費 に つ い て  

住 民 監 査 請 求 書 の 添 付 資 料 で あ る「 高 知 県 人 事 課

に よ る『 人 事 聞 き 取 り 調 査 』旅 行 命 令 簿 」を 調 査 等

の 経 費 の 一 部 と み て 監 査 し た と こ ろ 、人 事 課 職 員 が 、

本 事 案 に 関 係 す る 職 員 へ の 聞 き 取 り を 行 う た め 、須

崎 市 及 び 四 万 十 市 に 出 張 し て い た こ と が 確 認 さ れ

た 。  

ま た 、当 該 出 張 は 、高 知 県 行 政 組 織 規 則（ 平 成 15

年 高 知 県 規 則 第 43号 ）第 19条 第 １ 号 で 、人 事 課 の 分

掌 事 務 の 一 つ と し て「 職 員 の 任 免 、分 限 、懲 戒 、表

彰 及 び 服 務 に 関 す る こ と（ 行 政 管 理 課 の 主 管 に 属 す

る 事 項 を 除 く 。）。」が 掲 げ ら れ て お り 、本 事 案 を

受 け て 分 掌 事 務 を 遂 行 す る た め に 行 わ れ た も の と

判 断 さ れ 、財 務 会 計 上 の 違 法 性 又 は 不 当 性 を う か が

わ せ る よ う な も の は 確 認 さ れ な か っ た 。  

も と よ り 、職 員 が 法 令 に 反 す る 事 務 を 行 っ た こ と

に 対 し て 調 査 等 を 行 う こ と は 、そ の 要 因 と な っ た 事

案 の 原 因 の 把 握 、関 係 職 員 の 処 分 等 の 決 定 及 び 再 発

防 止 を 図 る た め に 行 政 運 営 上 必 要 な も の で あ り 、こ

れ に か か る 経 費 は 行 政 運 営 上 必 要 な 経 費 で あ る と

判 断 さ れ る 。  

こ れ ら の こ と か ら 、当 該 支 出 に つ い て は 、行 政 運

営 上 必 要 な 経 費 で あ る こ と か ら 、そ の 支 出 に よ り 県

が 損 害 を 被 っ た と は い え な い 。  

３ 　 結 論  

(１ )　 県 が 国 に 支 払 っ た 加 算 金 に つ い て  

請 求 書 に 示 さ れ た ３ 名 の 職 員 に よ り 行 わ れ た 監 督 又 は

検 査 の 行 為 は 、 故 意 又 は 重 過 失 に よ り 法 令 の 規 定 に 違 反

し た も の で あ っ た こ と が 認 め ら れ る こ と か ら 、法 第 243条

の ２ の ８ 第 １ 項 に 基 づ く 損 害 賠 償 請 求 の 対 象 に な る と 判

断 す る 。  

な お 、 当 該 事 案 に つ い て は 、 令 和 ８ 年 １ 月 26日 付 け で

監 査 委 員 に 対 し て 職 員 損 害 賠 償 に 係 る 知 事 か ら の 監 査 等

の 請 求 が 行 わ れ て お り 、 こ れ に 対 し て 監 査 委 員 は 賠 償 額

を 決 定 す る こ と を 予 定 し て い る こ と か ら 、 知 事 は そ の 結

果 を 受 け て 当 事 者 に 対 し 、 令 和 ８ 年 ６ 月 24日 ま で に 損 害

賠 償 請 求 を 行 う よ う 、 勧 告 す る 。  

(２ )　 過 払 と な っ て い た 金 額 に 対 す る 利 息 年 ３ ％ に つ い て  

法 第 243条 の ２ の ８ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 損 害 を 賠 償 し な

け れ ば な ら な い 職 員 の 賠 償 責 任 に つ い て は 、 同 条 第 14項 の
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規 定 に よ り 、 賠 償 責 任 に 関 す る 民 法 の 規 定 は 適 用 し な い と

規 定 さ れ て い る こ と か ら 、 当 該 職 員 に 、 過 払 金 の 利 息 相 当

額 を 請 求 す る 根 拠 は な い 。  

よ っ て 、こ の 部 分 に つ い て は 請 求 に 理 由 が な い こ と か ら 、

こ れ を 棄 却 す る 。  

(３ )　 調 査 等 の 経 費 に つ い て  

住 民 監 査 請 求 に 当 た っ て は 、 対 象 と す る 財 務 会 計 行 為

（ 公 金 の 支 出 、 財 産 の 取 得 、 管 理 若 し く は 処 分 、 契 約 の

締 結 若 し く は 履 行 若 し く は 債 務 そ の 他 の 義 務 の 負 担 又 は

公 金 の 賦 課 若 し く は 徴 収 若 し く は 財 産 の 管 理 を 怠 る 事 実

を い う 。 ） を 他 の 事 項 か ら 区 別 し 、 特 定 し て 認 識 で き る

よ う に 個 別 的 ・ 具 体 的 に 摘 示 し な け れ ば な ら な い （ 最 高

裁 判 所 平 成 ２ 年 ６ 月 ５ 日 判 決 ） と さ れ て い る 。  

こ の た め 、 調 査 等 に 要 し た 費 用 と し て 特 定 さ れ て い る

人 事 課 職 員 の 旅 費 に 関 す る 書 類 に つ い て 監 査 を 行 っ た が 、

違 法 ・ 不 当 な 支 出 と は 確 認 さ れ な か っ た 。  

ま た 、 こ れ を 含 め 調 査 等 の 経 費 に つ い て は 、 行 政 運 営

上 必 要 な も の と 判 断 さ れ 、そ の 支 出 に よ り 県 が 損 害 を 被 っ

た と は い え な い 。  

よ っ て 、こ の 部 分 に つ い て は 請 求 に 理 由 が な い こ と か ら 、

こ れ を 棄 却 す る 。  


